
令和８年２月定例教育委員会 会議次第

日時 令和８年２月５日（木）

午前９時から

場所 北庁舎 第５会議室

１ 開会宣言

２ あいさつ（教育長報告）

３ 議事録署名者の指名

（宗委員）

４ 決定承認事項

⑴ 長久手市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正

する規則について 〔資料１ 教育総務課〕

⑵ 長久手市社会教育委員会規則の一部を改正する規則について

〔資料２ 生涯学習課〕

⑶ 色金山歴史公園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について

〔資料３ 生涯学習課〕

⑷ 令和８年度当初予算編成について 〔資料４ 教育総務課〕

５ 報告事項

⑴ 後援・推薦名義専決処分の報告 〔資料５ 教育総務課〕

⑵ 教育委員会及び関係各課からの報告

ア 生涯学習課 〔資料６〕

イ みどりの推進課（平成こども塾） 〔資料７〕

ウ 中央図書館 〔資料８〕

エ 給食センター 〔資料９〕

オ 教育総務課 〔資料１０〕

６ 報告事項【非公開】

就学援助認定者数報告

７ 今後の予定

⑴ 全国市町村教育委員会連合会 第２回副会長会議（川上委員）

２月６日（金）午後１時から 東京都

⑵ ２月意見交換会

２月１８日（水）午前９時から 会議室Ｈ

⑶ 愛日地方教育事務協議会（宗委員）

３月５日（木）午後２時から 豊明市役所

⑷ 令和７年度第２回臨時教育委員会

３月５日（木）午後４時４５分から 第５会議室



⑸ ３月定例教育委員会

３月１０日（火）午前９時から 第５会議室

⑹ ４月定例教育委員会

４月３日（金）午前９時から 第５会議室



別紙

長久手市教育委員会規則第８号

長久手市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部

を改正する規則

長久手市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（令和６年

長久手市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

【別記1】

改正後

改正後 改正前

（補助執行） （補助執行）

第２条 教育委員会は、その権限に属

する事務のうち、次の表の左欄に掲

げる事務をそれぞれ同表の右欄に

掲げる市長の補助機関である職員

に補助執行させる。

第２条 教育委員会は、その権限に属

する事務のうち、次の表の左欄に掲

げる事務をそれぞれ同表の右欄に

掲げる市長の補助機関である職員

に補助執行させる。

【別記1 参照】 【別記1 参照】

補助執行させる事務 市長の補助機関である職員

芸術及び文化に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

文化芸術事業の企画、実施及び広報に関

すること。

副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

文化の家創造スタッフに関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

生涯学習に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

青少年及び女性教育に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

資料１



次長及び文化創造課の職員

社会教育委員に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

社会教育関係団体に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

公民館に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

平成こども塾に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課 の職員

文化の家の施設の管理運営に関するこ

と。

副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

文化の家の利用に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

文化の家会員（フレンズ）に関すること。副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

文化の家運営委員会に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化創造課の職員

文化財の保護に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化財スポーツ課の職員

古戦場公園に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化財スポーツ課の職員

色金山歴史公園に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化財スポーツ課の職員

スポーツ及びレクリエーションに関す

ること。

副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化財スポーツ課の職員

学校体育施設のスポーツ開放に関する

こと。

副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化財スポーツ課の職員

スポーツ推進委員に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部



改正前

次長及び文化財スポーツ課の職員

校区体育委員に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化財スポーツ課の職員

社会体育施設に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び文化財スポーツ課の職員

補助執行させる事務 市長の補助機関である職員

芸術及び文化に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

文化芸術事業の企画、実施及び広報に関

すること。

副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

文化の家創造スタッフに関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

生涯学習に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

青少年及び女性教育に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

社会教育委員に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

社会教育関係団体に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

公民館に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

文化の家の施設の管理運営に関するこ

と。

副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

文化の家の利用に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員



附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。

文化の家会員（フレンズ）に関すること。副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

文化の家運営委員会に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課の職員

文化財の保護に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課 の職員

古戦場公園に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課 の職員

色金山歴史公園に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課 の職員

スポーツ及びレクリエーションに関す

ること。

副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課 の職員

学校体育施設のスポーツ開放に関する

こと。

副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課 の職員

スポーツ推進委員に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課 の職員

校区体育委員に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課 の職員

社会体育施設に関すること。 副市長、くらし文化部長、くらし文化部

次長及び生涯学習課 の職員

平成こども塾に関すること。 副市長、建設部長 、建設部次長

及びみどりの推進課の職員



別紙

長久手市教育委員会規則第 号

長久手市社会教育委員会規則の一部を改正する規則

長久手市社会教育委員会規則（平成２６年長久手市教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。

改正後 改正前

（庶務） （庶務）

第７条 委員会の庶務は、くらし文化

部文化創造課において処理する。

第７条 委員会の庶務は、くらし文化

部生涯学習課において処理する。

法規審査中

資料２



資料３




